めざそう！　労働災害年間100件未満
Under100推進プロジェクト2026
鹿沼労働基準監督署
一般社団法人鹿沼労働基準協会
鹿沼署管内労働災害防止団体
はじめに

鹿沼労働基準監督署では、平成29年から「Under100推進プロジェクト」を提唱し管内の労働災害100件未満の目標を掲げた対策を実施し、管内各労働災害防止団体及び事業場の御協力のもとに展開してきました。
また、第14次労働災害防止計画（令和５年度～令和９年度、以下「14次防」）においては、死亡災害を５％させ、かつ、死傷災害の増加傾向に歯止めをかけ、令和９年までに減少させることが目標とされています。

一方で、鹿沼署管内における休業４日以上の死傷災害件数は、平成29年に最小値である102件を記録して以降増加傾向に転じ、コロナ感染症を除いても令和６年は170件（内３件の死亡災害）発生し、令和７年は143件（内１件の死亡災害）と減少こそしているものの、災害件数自体は高止まりで推移しており、憂慮すべき状況となっています。また、直近の労働災害発生状況を分析すると、①行動災害（転倒災害及び動作の反動・無理な動作）が増加し全体の約４割を占めている、②50歳以上の労働者における労働災害が増加し全体の約６割を占めている、③墜落災害や挟まれ・巻き込まれ災害といった重篤な災害につながりやすい型の災害が約３割を占めている、④第三次産業における労働災害が中長期的に増加傾向にあるなどの特徴が認められます。
そのような状況下においても安全対策や健康確保対策を後回しにすることなく、当署管内の全ての企業・労働者が、いかなる時代、いかなる社会状況下においても「安全」と「健康」を最優先した事業活動が行われるようUnder100推進プロジェクト2026を強力に展開することとします。

Ⅰ．趣旨・目的
鹿沼労働基準監督署管内おいて、近年労働災害が増加している現状を鑑み、標記『Under100推進プロジェクト2026』を展開し、労働災害の発生を100件未満に減少させる。
主唱者・主催者は管内各事業場が行う日常の労働災害防止活動を応援するため、当該運動の年間カレンダーを作成し意識の高揚を図ることとする。
Ⅱ．実施期間
　　令和８年１月１日～令和８年12月31日

Ⅲ．主唱者

　　鹿沼労働基準監督署

Ⅳ．主催者

　　一般社団法人 鹿沼労働基準協会

　　建設業労働災害防止協会栃木県支部鹿沼分会

　　陸上貨物運送事業労働災害防止協会栃木県支部鹿沼分会

　　林業木材製造業労働災害防止協会栃木県支部鹿沼分会

　　鹿沼木材木工業労働災害防止協議会

　　鹿沼地区プレス災害防止協議会

　　鹿沼地区ゴルフ場安全衛生協議会
　　一般社団法人　鹿沼工業団地総合管理協会

　　鹿沼木工団地協同組合

　　とちぎ流通センター協同組合

Ⅴ．実施者

　　管内全事業場

Ⅵ．主唱者主催者の実施事項

１．Under100推進プロジェクトのポスター(推進カレンダー)の作成

　　主唱者及び主催者は、管内全域にUnder100推進プロジェクトの周知啓蒙を図るため、ポスター（推進カレンダー「2026年１月～12月」）を作成します。

　　また、主催者は、参加会員の活動を推進するための看板等の作成又は会報への掲載について当該運動の周知を図ります。

２．各企業に対する啓発、広報の実施
　　主唱者は、管内の労働災害状況及び労働災害防止の取組例（好事例）等について、非会員事業場を含め各企業へ広く情報提供します。

３．中小企業の無災害記録達成への報奨（別紙１）

　　Under100推進プロジェクト2026に取り組んでいる中小企業（労働者10

　人以上100人未満）が、一定の「無災害記録」を達成した場合、中央労働災　

　害防止協会の「中小企業無災害記録証授与制度」が利用できます。

　　無災害記録達成の中小企業が、所定の様式により鹿沼労働基準協会に交付

申請していただければ、中央労働災害防止協会から無災害記録証が授与され

ます。交付申請に一切の費用は掛かりませんので、該当事業場は是非にご相

談いただきたいと存じます。

４．労働災害分析結果による教育・講習会等の実施

主唱者及び主催者は、年間を通し次の教育講習会を計画しています。

（１）働き方改革関連講座【教育・講習会等あらゆる機会に実施】

　　　働き方改革に関する法令等具体的な対応及び「新しい生活様式」の実

践に関する働き方の新しいスタイルについて説明します。
（２）新入社員等未熟練労働者対策講習会
　　　当署管内では、経験年数が３年未満の労働者の労働災害が41％を占めている現状にあり、そうした経験の浅い労働者に対し、災害の発生した原因とその防止対策及びリスクアセスメント手法の導入等について教育します。

（３）リスクアセスメント導入講習会
　　　特に、第三次産業（小売業・社会福祉施設等）等の企業の安全衛生担当者に対し、リスクアセスメント手法の導入及び厚生労働省本省からの通達等に基づき、転倒災害防止対策、腰痛防止対策について教育講習会を実

施します。

（４）エイジフレンドリー講習会（中高年齢者安衛教育）
　　　当署管内では、50歳以上の労働者の労働災害が全体の約６割を占めて　　いる現状にあり、各事業場の安全衛生担当者等に対し、高年齢者の労働災害防止のため、「エイジアクション100」及び「高年齢者の労働災害防止のための指針」を使用した講習会等を開催します。

（５）技能講習（登録機関委託）・特別教育の開催

　　ア．墜落制止用器具を用いて行う作業に係る特別教育
　　イ．プレス機械金型交換特別教育
（６）各団体主催の講習会・説明会等への参加・周知【随時】

　　　必要に応じ、各労働災害防止団体及び大規模建設工事発注者等の主催する講習会・説明会に参加し、労働災害防止対策、健康確保対策、当該運動の推進等について説明します。
（７）各種団体主催の安全パトロールへの参加【随時】

　　　必要に応じ、各労働災害防止団体及び大規模建設工事発注者の主催する安全パトロールに参加し、現場の労働災害防止対策、健康確保対策、当該運動の推進等について指導・アドバイスを行います。

Ⅶ．実施者(事業場)の実施事項

１．Under100推進プロジェクトのポスター(推進カレンダー)の掲出

２．事業場内の安全衛生管理体制の整備
（１）「墜落転落」災害防止対策
（２）「挟まれ・巻き込まれ」災害防止対策

（３）行動災害（転倒及び動作の反動・無理な動作）災害防止対策

（４）高年齢者の労働災害防止対策(エイジフレンドリー指針)
（５）交通労働災害防止対策（交通労働災害防止のためのガイドライン）
（６）機械設備全般におけるリスクアセスメントの実施・確認

（７）労働者の健康確保対策
　　ア．熱中症対策

　　イ．健康診断の実施と事後措置

　　ウ．ストレスチェックの実施（申出者への面接指導、集団分析、職場環境の改善等）

　　エ．メンタルヘルス対策の推進

　　オ．職業性疾病予防対策(化学物質、石綿、電離放射線、騒音、腰痛等)

（８）治療と就業の両立支援対策の推進

３．安全と健康に係る職場内「安全衛生パトロール」の定期的な実施

４．その他、Under100推進プロジェクト2026にふさわしい行事の実施
